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第１章 計画策定の基本的な考え方 

１．計画策定の背景と趣旨 

近年のデジタル技術の急速な発展は、私たちの社会生活に大きな利便と変化をも

たらしました。特にスマートフォンの急激な普及や大容量データの高速通信を可能

とするネットワーク網の発展、様々なモノがネットワークにつながるＩｏＴ※の急速

な普及など、デジタル技術は人々の生活のあらゆる場面に変化や影響を与えており、

社会の重要なインフラの一つとなっています。 

 今後も、このデジタル技術の革新は更に発展し、一層の利便をもたらすことが期

待されています。 

 一方、現在直面している少子高齢化や人口減少社会の進展により、経済規模の縮

小や社会保障費の増大、社会の担い手の大幅な不足といった社会構造の維持に関わ

るような課題が深刻化してくることも予想されています。 

 また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、これまでの社会経済

活動は大きく変容し、テレワークやオンライン会議、キャッシュレス決済など、外面

的な変化だけではなく、人々の働き方や産業構造も大きく変化しました。 

 このようなデジタル技術の急速な進展に伴い、国はまちづくりや行政サービスに

ＩＣＴ※を活用する方針を打ち出しています。 

 こうした背景を踏まえ本市では、デジタル技術やデータ活用が価値創造の源泉で

あることについて認識を共有し、行政の効率化・高度化を図るとともに、市民の生活

をより良いものへと変革させ、新しい価値を創出するまちへ進化するため、「名張市

ＤＸ※推進計画」（以下「本計画」といいます。）を策定し、本市が一丸となって、

デジタル社会の実現に向けた取組を推進します。 
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 ２．計画の位置付け 

 本計画は、国及び三重県の動向等を十分に考慮しながら、本市が取り組むＤＸの

方向性を示す総合的な計画として位置付けます。 

 また、官民データ活用推進基本法（平成２８年法律第１０３号）第９条第３項に規

定する、市町村官民データ活用推進計画としても位置付け、公表することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

国の計画 

「デジタル社会の実現に向けた 

重点計画」 

「自治体 DX 推進計画」 

「市町村官民データ活用推進計画」 

三重県の計画 

「みえのデジタル社会の形成に向け

た戦略推進計画」 

関連法 

「デジタル社会形成基本法」 

「情報通信技術を活用した行政の推

進等に関する法律」 

「官民データ活用推進基本法」 

 

 

 

名張市 

ＤＸ推進計画 
（名張市官民データ活用推進計画） 

名張市総合計画 

「なばり新時代戦略」 

総合計画に基づく分野別の計画 
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３．実施期間 

 本計画の期間は、令和５（２０２３）年度から令和８（２０２６）年度までの４

年間とします。 

ただし、デジタル技術の進化は日進月歩であることから、本市の取組も時代の流

れに合わせて柔軟に対応させていくため、必要に応じて見直しを行います。 
 

 

 

 

 

  

名張市 

DX 推進計画 

（国）自治体 

DX 推進計画 

名張市総合計画 「なばり新時代戦略」 

第二次 基本計画 第一次 基本計画 

（県）みえのデジタル社会の形成に

向けた戦略推進計画 
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第２章 デジタル化を取り巻く動向 

１．国の動向 

～デジタル社会の実現に向けた重点計画～ 

 国においては、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重

点的に推進することを目的として制定された、高度情報通信ネットワーク社会形成

基本法（以下「ＩＴ基本法」といいます。）に基づき、内閣に高度情報通信ネットワ

ーク社会推進戦略本部（ＩＴ総合戦略本部）を設置し、平成１３（２００１）年の 

「ｅ－Ｊａｐａｎ戦略」をはじめとした計画を策定し、インフラの整備とＩＴの利

活用を中心にＩＴ戦略を進めてきました。 

 その後、平成２８（２０１６）年１２月には、官民データ活用推進基本法が制定さ

れ、国はこの法律に基づき、国民が安全で安心して暮らせ、豊かさを実感できる社会

を実現することを目指した「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推

進基本計画」を策定しました。 

また、この基本計画の成立に伴い、平成２９（２０１７）年５月に「デジタル・ガ

バメント推進方針」が策定されました。この方針では、本格的に国民・事業者の利便

性向上に重点を置き、行政の在り方そのものをデジタル前提で見直すデジタル・ガ

バメント※の実現を目指すこととされ、その方向性を具体化し実行するため、平成３

０（２０１８）年１月には「デジタル・ガバメント実行計画」が策定されました。 

この実行計画では、ＢＰＲ※の徹底や行政手続のオンライン化の徹底などにより、

利用者中心の行政サービス改革を実行していくことが示されています。そして、こ

の計画は、前述した「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」のビジョンや 

「官民データ活用推進基本計画」の考え方の下、行政のデジタル化の取組を加速す

るとともに、計画的かつ実行的に進めていくことを目的として、令和２（２０２０）

年に続き、令和３（２０２１）年にも改定されました。 

新型コロナウイルス感染症の感染が拡大し、我が国のデジタル化が十分に進んで

いないことが浮き彫りとなったことから、社会全体のデジタル活用に向けた様々な

取組が進められています。 

 まず、令和２（２０２０）年１２月に、これからのデジタル社会の目指すビジョン

とデジタル社会を形成するための基本原則を示した「デジタル社会の実現に向けた

改革の基本方針」が決定され、この基本方針の中で、デジタル改革が目指すデジタル

社会のビジョンとして「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサー

ビスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会 ～誰一人取り残さない、人に

優しいデジタル化～」が示されました。 
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続いて、令和３（２０２１）年５月にデジタル社会形成基本法（令和３年法律第３

５号）の成立を受け、同年９月には、デジタル庁が発足し、同年１２月には、デジタ

ル庁創設後初めての重点計画として、「デジタル・ガバメント実行計画」を統合した

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」が決定され、政府が迅速かつ重点的に実

施すべき取組が示されました。 

その後、令和４（２０２２）年６月に重点計画は改定され、デジタル社会の実現の

ための国の施策が工程表とともに明らかにされました。 

 令和３（２０２２）年９月頃から、「デジタル社会構想会議」、「デジタル臨時行政

調査会」及び「デジタル田園都市国家構想実現会議」が開催され、それぞれにおける

検討・取組を進めるとともに、これらと連動して、デジタル庁が司令塔となり、各府

省庁と緊密に連携・協力して、必要となる施策等の追加・見直しの検討・整理を進め

ることとなりました。 

 

～自治体ＤＸ推進計画～ 

 「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」で示されたビジョンを実現する

ためには、住民に身近な行政を担う自治体の役割は極めて重要であり、自治体のＤ

Ｘを推進する意義は大きいという考えから、令和２（２０２０）年１２月に「自治体

デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画」を策定し、自治体が重点的

に取り組むべき事項・内容を具体化するとともに、国の支援策等を取りまとめまし

た。 

この計画で、自治体においては、まず「自らが担う行政サービスについて、デジタ

ル技術やデータを活用して、住民の利便性を向上させること」、「デジタル技術やＡ

Ｉ※等の活用により業務効率化を図り、人的資源を行政サービスの更なる向上に繋げ

ていくこと」が求められています。 

 

●自治体が取り組むべき事項 

【重点取組事項】 

（１）自治体の情報システムの標準化・共通化 

（２）マイナンバーカードの普及促進 

（３）自治体の行政手続のオンライン化 

（４）自治体のＡＩ・ＲＰＡ※の利用推進 

（５）テレワークの推進 

（６）セキュリティ対策の徹底 

 

【自治体ＤＸの取組とあわせて取り組むべき事項】 
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（１）地域社会のデジタル化 

（２）デジタルデバイド※対策 
 

【その他】 

（１）ＢＰＲの取組の徹底（書面・押印・対面の見直し） 

（２）オープンデータ※の推進 

（３）官民データ活用推進計画策定の推進 

   

～デジタル改革関連法～ 

デジタル社会の実現に向け、令和３（２０２１）年５月にデジタル改革関連法が

成立し、以下の六つの法律が公布されました。 

○ デジタル社会形成基本法 

〇 デジタル庁設置法（令和３年法律第３６号） 

○ デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律 

（令和３年法律第３７号） 

○ 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関す

る法律（令和３年法律第３８号） 

○ 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する

法律（令和３年法律第３９号） 

○ 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（令和３年法律第４０号） 

 

これらの法律のうち、特に地方公共団体情報システムの標準化に関する法律は、

住民記録、地方税、福祉など、自治体の主要な２０業務を処理するシステムについ

て、国が策定した基準を満たすシステムの利用を義務付けるものであり、各自治体

は令和７（２０２５）年度末までにシステムの移行を完了させることとされていま

す。 
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 ２．三重県の動向 

～みえのデジタル社会の形成に向けた戦略推進計画～ 

三重県では、令和２（２０２０）年６月に、ＩＣＴやデータの積極的な活用によ

り、行政運営の効率化や県民の利便性の向上、社会の様々な課題を解決していくこ

とを目的として「みえデジタル戦略推進計画」を策定し、取組を進めてきました。 

 しかし、計画の策定以降、三重県や国において、デジタル社会の推進に向けての動

きが加速するとともに、コロナ禍によってデジタル化の遅れが顕在化したことから、

これらの課題に対応し、デジタル社会の形成を強力に進めていくため、令和４（２０

２２）年１２月に計画を全面的に改定しました。 

 また、全面改定に当たり、名称も「みえのデジタル社会の形成に向けた戦略推進計

画」に変更しました。 

  

～「みえデジタル戦略推進計画」策定以降の動き～ 

 令和２（２０２０）年６月 「みえデジタル戦略推進計画」策定 

 

 令和３（２０２１）年４月 デジタル社会推進局発足、常勤の最高デジタル責任者

（ＣＤＯ）を設置 

➡みんなの想いを実現する「あったかいＤＸ」を推

進 

 

           ９月 「みえＤＸセンター」の設置 

 

 令和４（２０２２）年３月 県民の皆さんが描く未来の三重のありたい姿として 

「三重県デジタル社会の未来像」を策定 

 

           ９月 「強じんな美し国ビジョンみえ」「みえ元気プラン」

を策定 
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３．本市の状況と課題 

～人口減少時代における安定的な行政運営～ 

本市の人口は、昭和４５（１９７０）年以降に急増したものの、平成１２（２００

０）年をピークに徐々に減少しており、働き手世代の減少による税収への影響、高齢

化に伴う社会保障関連経費の増加が懸念されます。 

さらに、老年人口は増加の一途をたどり、令和２７（２０４５）年には本市の高齢

化率はおよそ４１．４％、つまり市民の約２．５人に一人が６５歳以上となることが

想定されます。 

 

               推計 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  資料：国勢調査 及び 国立社会保障・人口問題研究所 

本市は今後、更なる少子高齢化の進展や生産年齢人口の減少局面への突入など、

これまで経験したことのない社会状況になる見込みです。こうした未曽有の社会情

勢を迎える中、市の職員数も減少することが予測されることから、限られた人的資

源でますます多様化・複雑化する行政需要に対応していくためには、業務の進め方

そのものを見直しながら、効率化を図っていく必要があります。 

年齢３区分別人口の将来推計 
高齢化率 
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～本市のこれまでの取組～ 

本市において、市民サービスの向上や業務の効率化を図るため、これまでに様々

な取組を行ってきました。 

主な取組は、以下に掲載のとおりです。 

実施年 内容 

平成１４（２００２）年 ➤図書館の図書のオンライン予約開始 

➤市民センター・スポーツ施設等のオンライン予約

開始 

平成１８（２００６）年 ➤電子決裁導入 

平成２３（２０１１）年 ➤地方税ポータルシステム（ｅＬＴＡＸ）開始 

平成２４（２０１２）年 ➤名張市公式Ｆａｃｅｂｏｏｋ開設 

平成２６（２０１４）年 ➤ふるさと納税のインターネット申込開始 

平成２７（２０１５）年 ➤住民基本台帳カード（住基カード）を利用した証明

書のコンビニ交付サービス開始 

➤議会にタブレット端末導入 

平成２８（２０１６）年 ➤マイナンバーカードを利用した証明書のコンビニ

交付サービス開始 

平成２９（２０１７）年 ➤マイナンバーカードを利用した子育て関係１１手

続の様式のダウンロード開始 

平成３０（２０１８）年 ➤マイナンバーカードを利用した子育て関係１１手

続の手続申請受付開始 

➤名張市公式Ｔｗｉｔｔｅｒ開設 

令和 元（２０１９）年 ➤名張市公式Ｉｎｓｔａｇｒａｍ開設 

➤ごみ分別アプリ（さんあ～る）導入 

令和 ２（２０２０）年 ➤９４５様式の押印義務付けを廃止 

➤名張市公式ＹｏｕＴｕｂｅ開設 

令和 ３（２０２１）年 ➤小中学校タブレット端末導入（ＧＩＧＡスクール

構想） 

➤名張子育てＬＩＮＥ開設 

令和 ４（２０２２）年 ➤ＡＩ議事録作成支援システムトライアル実施 

➤名張市公式ＴｉｋＴｏｋ開設 
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～本市の情報セキュリティ～ 

インターネットの急速な普及によって、離れた場所にいても様々な情報を素早く、

簡単に入手することが可能になりました。一方、個人や企業を問わず、悪意のある第

三者によるコンピュータへの侵入や情報の盗難、データの改ざんといった被害に遭

う危険性が高まっており、組織が保有している個人情報などのデータが外部へ漏え

いしてしまうというトラブルも発生しています。 

自治体は、法令等に基づき、住民の個人情報や企業の経営情報等の重要情報を多

数保有し、他に代替することができない行政サービスを提供しています。市民生活

や地域の社会経済活動を保護するため、情報セキュリティ対策を講じて保有する情

報を守り、業務を継続することは当然の責務です。 

このようなことから、個人情報などの機密情報を扱うネットワークからインター

ネットを分離するいわゆる「三層の対策」を施すなど、令和４（２０２２）年１０月

に、「情報セキュリティポリシー」の改正を行いました。 

また、セキュリティには万全を期していますが、今後ますますインターネットの

利用を中心としたサービスが展開される場合においても安全に利用できるよう、市

民サービスの向上及び業務の効率化と情報セキュリティの両立を図りながら、より

一層セキュリティ対策を強化していく必要があります。 

 

  
本市が取り組むセキュリティ対策の代表例 
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第３章 計画の方向性 

１．目指す姿と基本方針 

デジタル化により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多

様な幸せが実現できるまちを目指し、次の三つを基本方針とします。 

それぞれの基本方針について、目指す姿を定めながら進めていくこととします。 

 

なお、施策の実施には大きなコストを要するものもあることから、投資対効果※

の検証を十分に行いながら実施していきます。 

 

基本方針１  

『デジタルで便利な行政サービス』 
➤行政手続のオンライン化の推進  

➤誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化 

➤徹底的な安全性の確保 

 

 

基本方針２  

『デジタルで行政運営の効率化』 
➤業務効率を追求するデジタル化 
➤ＡＩ等の先進技術の活用 
➤デジタルで業務を完結 
➤職員の意識改革と人材育成 

 

 

基本方針３  

『デジタルで新たな価値創造』 
➤市が保有するデータの提供 
➤ＢＰＲの推進 
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 ２．実現への取組 

基本方針１ 『デジタルで便利な行政サービス』 

デジタル技術の活用で、市民が手続きのために来庁する必要を最小化し、また、

来庁する必要がある場合においても、手続が短時間で済むよう工夫していきます。 

加えて、市民一人ひとりのニーズをきめ細かく捉え、必要とする情報のプッシュ

型情報発信※や利用者中心の行政サービスの実現を目指します。 

 

 

行政手続のオンライン化の推進 

 

いつでも、どこでも、つながる 

 

◎ スマートフォンなど身近な機器で、いつでも、どこでも簡単に行政手続ができるオンライン

申請を実現します。 

◎ 市の情報をより多くの市民や企業に知ってもらうため、オンラインによる行政情報の発信強

化を図ります。 

◎ オンラインでも確実に本人確認ができるよう、デジタル社会の基盤となるマイナンバーカー

ドの普及を促進し、積極的な活用を図ります。 

 

 

 

誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化 

 

利用者中心のサービスで 

誰でもデジタルの利便性を享受 
 

◎ デジタル技術を活用した、簡単・便利・スピーディな行政サービスを目指します。 

◎ 利用者一人ひとりが欲しいと思う情報や、効果的な情報の提供に取り組みます。 

 

 

目指す姿 

目指す姿 
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徹底的な安全性の確保                  

 

セキュリティ対策の徹底 

 

◎ セキュリティに関する新しい技術へのアンテナを高く張り、高度化するサイバー脅威にしっ

かり対応します。 

◎ 情報セキュリティに関する障害や事故及びシステム上の欠陥の未然防止に努めます。 

◎ 障害や事故が発生した場合の拡大防止・迅速な復旧や再発防止の対策を講じます。 

 

 

基本方針２ 『デジタルで行政運営の効率化』 

現在直面している少子高齢化や人口減少社会の進展により、今後働き手が減少す

る見込みです。そのような状況でも必要とされるサービスを維持・向上させていく

ためには、デジタル技術を活用しながら業務効率化を図ることが重要です。 

デジタル技術を活用したツールの利用などで、行政運営の効率化や簡素化に取り

組み、持続可能な行政サービスの提供を目指します。 

 

 

業務効率を追求するデジタル化 

 

スピーディ・シンプル・セキュア※ 

 

◎ 入力作業や確認作業等の効率化を図ることで、業務処理時間の短縮を図ります。 

◎ 業務の見直しにより、わかりやすく簡潔な行政サービスの提供を目指します。 

◎ 個人情報保護法に基づき、個人情報の適正な取扱いを確保するため、必要な施策を実施しま

す。 

 

 

目指す姿 

目指す姿 
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ＡＩ等の先進技術の活用 

   

業務見直しで効率化 

 

◎ ＡＩやＲＰＡなど、先進的なデジタル技術を活用し、単純作業を自動化・省力化します。 

◎ 定型業務はデジタル処理し、就業時間内で業務を完了することができるよう、効率的に事務

作業を行える環境整備に取り組みます。 

 

 

デジタルで業務を完結  

 

全ての業務でデジタル化の更なる徹底 

 

◎ デジタル技術を活用した会議の開催や資料のデータ化に取り組みます。 

◎ 電子化した文書の原本性の確保や電子データの取扱いの保存・整理等をルール化し、ペー

パーレスに取り組みます。 

 

  

職員の意識改革と人材育成 

            

職員一人ひとりが市役所を変革 

 

◎ 職員一人ひとりがデジタル化の必要性、重要性を認識し、市民サービスの向上や業務改善に

向け自ら考え行動できるよう、採用年数や役職に合わせた研修を実施し、意識改革を促しま

す。 

◎ 自発的にＤＸを推進し、少ない職員数でも適切かつ必要な行政サービスの提供を実現できる

ような人材育成に取り組みます。 

◎ サポートが必要な部署には、デジタル化推進の役割を担う部署が伴走し、デジタル化を支援

します。 

目指す姿 

目指す姿 

 目指す姿 
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基本方針３ 『デジタルで新たな価値創造』 

Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０※（創造社会）は、ＤＸと多様な人々の想像力・創造力の

融合によって価値創造と課題解決を図り、自ら創造していく社会であり、ＤＸに

よって、明るい未来社会を作り上げていく視点が重要とされています。 

 集積する高度先端技術等を活かした新たな価値・サービスの創造や超少子高齢社

会が抱える諸課題の解決が期待されており、データのオープン化やデータ活用に向

けた基盤づくりなどの環境整備が重要となるため、本市が所有しているデータを、

個人情報を守りながら、誰でも自由に活用できる取組を行います。 

 さらには、デジタル技術を活用し、効率化により生み出した時間を、職員にとっ

ても価値のあることに活用する職場風土の醸成に取り組みます。 

 

市が保有するデータの提供  

 

様々なデータを誰でも自由に活用  

 

◎ 誰もが利用しやすい形でオープンデータを整備し、市民生活の利便性向上につなげます。 

◎ 市が保有するデータをわかりやすく「見える化」します。 

◎ 官民共創によるデータの利活用で地域課題を解決します。 

 

 

ＢＰＲの推進 

 

職員の人的資源を市民サービスの向上に 

 

◎ 業務の棚卸（可視化）の結果から、真に行政サービスの向上につながっているか、成果に比

べて職員の業務量等が過重になっていないかを把握した上で、優先順位の低い業務等の見直

し・廃止等に向けた取組を進めます。 

また、新規事業に着手する際は、それに見合った既存事業の廃止や効率化に、管理職が率先

して取り組みます。 

◎ 市民への直接サービスや職員でなければできない政策立案など、市民に寄り添った丁寧な行

政サービスの提供を目指します。 

目指す姿 

目指す姿 
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第４章 計画の推進体制 

１．推進体制 

本市における推進体制として、市長、副市長及び各部局等の長で構成する「名張市

行政・デジタル改革推進本部」を設置し、デジタル化に関する施策の基本的な方針及

び重要施策を審議するとともに、部局間の総合調整を行うことにより、デジタル化

施策を計画的かつ効率的に推進するものとします。 

また、本市のデジタル化を推進していく上で、分野横断的な検討が必要になった

場合に、迅速に検討や判断を行うことのできる機動力の高い組織として、検討項目

別ワーキンググループを設置します。こちらは、所管室長・関係室長及び各所属から

選出する「名張市行政情報化推進リーダー」が担うこととし、各事業におけるデジタ

ル化の調査・研究及び実証実験並びに普及・啓発等の活動を行い、さらには、その内

容の効果検証を行いながら、デジタル社会の実現に向けた取組を推進します。 
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用語集 
用 語 解 説 

ＡＩ Ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ の

略。 

人工的な方法による学習、推論、判断等の知的な機能の

実現及び人工的な方法により実現した当該機能の活用

に関する技術のこと。 

ＢＰＲ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｐｒｏｃｅｓｓ Ｒｅｅｎｇｉｎｅ

ｅｒｉｎｇ の略。 

現在の業務プロセスを詳細に調査・分解し、サービスの

質の向上や人的リソースの活用等の面からどのような

問題点があるかを徹底的に分析して、業務プロセスその

ものの再構築を図ること。 

ＣＩＳＯ Ｃｈｉｅｆ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｓｅｃｕｒｉｔ

ｙ Ｏｆｆｉｃｅｒ の略。 

最高情報セキュリティ責任者のことで、名張市では、副

市長がこの職に当たる。本市における全てのネットワー

ク、情報システム等の情報資産の管理及び情報セキュリ

ティ対策に関する最終決定権限及び責任を有し、情報化

施策に関する方針・立案に関することやデジタル・ガバ

メントの推進に関する事務を統括する役割を持つ。 

ＤＸ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ の略。 

スウェーデンの大学教授のエリック・ストルターマンが

提唱した概念であり、ICTの浸透が人々の生活をあらゆ

る面でより良い方向に変化させることと言われている。 

ＩＣＴ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａ

ｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ の略。 

情報（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）や通信（ｃｏｍｍｕｎ

ｉｃａｔｉｏｎ）に関する技術の総称のこと。 

ＩｏＴ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ ｏｆ Ｔｈｉｎｇｓ の略。 

現実世界の様々なモノがインターネットとつながるこ

と。モノのインターネットと呼ばれている。 

ＲＰＡ Ｒｏｂｏｔｉｃ Ｐｒｏｃｅｓｓ Ａｕｔｏｍａｔｉｏ

ｎ の略。 

パソコンを使用して行う入力、集計といった定型業務を

自動化できるソフトウェアのこと。 
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Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０ サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間

）を高度に融合させたシステムにより経済発展と社会的

課題の解決を両立する、人間中心の社会（Ｓｏｃｉｅｔ

ｙ）。 

狩猟社会（Ｓｏｃｉｅｔｙ１．０）、農耕社会（Ｓｏｃ

ｉｅｔｙ２．０）工業社会（Ｓｏｃｉｅｔｙ３．０）、

情報社会（Ｓｏｃｉｅｔｙ４．０）に続く、新たな社会

を指すもので、第５期科学技術基本計画において我が国

が目指すべき未来社会の姿として初めて提唱された。 

オープンデータ 国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データのう

ち、国民誰もがインターネット等を通じて容易に利用（

加工、編集、再配布等）できるよう、①営利目的、非営

利目的を問わず二次利用可能なルールが適用されたも

の、②機械判読に適したもの、③無償で利用できるもの

、といういずれの項目にも該当する形で公開されたデー

タのこと。 

セキュア 安全が保証されていること。危害に対して危険のないこ

と。 

デジタル・ガバメント サービス、プラットフォーム、ガバナンスといった電子

行政に関する全ての要素がデジタル社会に対応した形

に変革された状態のこと。 

デジタルデバイド インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用で

きる者と利用できない者との間に生じる格差のこと。 

投資対効果 投資に対してどれだけ利益を上げたかを示す指標。 

費用対効果は「費用の投入を止めるとすぐ効果が切れる

もの」（短期的効果）を対象とし、投資対効果は「費用

の投入を止めても、将来効果が見込めるもの」（長期的

効果） 

プッシュ型の情報発信 

（プッシュ通知） 

情報を発信する側から受信者に対して、新規の情報があ

ったことを知らせる通知方法のこと。従来のように、サ

ービス利用者が情報を取りに行くのではなく、サービス

提供者から情報を発信するという点で異なる。 
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